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令和８年第１回白馬村議会定例会一般質問表 

順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

１ 第４番 

永井 勝則 

白馬村の行

政としての発

信力と情報管

理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでいう自治体の発信力とは、易しくいうと、「まち

のことを、みんなに上手に伝える力」のことです。またみ

んなとは、そこに住んでいる人やそこで働いている人、

学んでいる人、そこに観光に来る人、住みたいと考えて

いる人などを指しています。 

 

そして、自治体の発信力を考える上で重要なのは「自

治体が出す情報は、みんなに伝わらなければ意味がない」

ということです。 

 

白馬村は一般に、発信力が強いと思われがちですが、そ

れは観光面での話であって、行政からの発信はそうやす

やすとは伝わりません。以降では、行政としての発信力

と情報の管理について伺います(資料参照)。 

 

１．広報誌について 

① 「広報はくば」はもう配ってもらわなくてもよい、と

いう声がありますが、どう思われますか、またどうい

った対処が考えられるかを伺います。 

 

② 読者ターゲットは一般村民ですが、中でも高齢者がメ

インになると思います。しかしそれにしては文字が小

さすぎます。文字を大きくすると読みやすくはなりま

すが、伝える情報量が減ります。この相反性を補う方

策について考えを伺います。 

 

２．Ｗｅｂサイトについて 

① 「白馬村行政サイト」はとにかく見づらくて、欲しい

情報が探しづらい構造になっています。こうした声は

行政に届いているかを伺います。 

 

② たどり着いた先がＰＤＦファイルだったというケー

スが多々あります。ＰＤＦは元々印刷用の形式であ

り、Ｗｅｂページの情報提示に適したものではありま

せん。ＰＤＦ形式を多用する理由を伺います。 

 

村 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月５日(木) 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

１ 第４番 

永井 勝則 

白馬村の行

政としての発

信力と情報管

理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ＰＣを使わない高齢者の多くはスマートフォンで情

報を得ようとします。ＰＤＦで表示されると文字が小

さいので拡大する必要がありますが、拡大すると全体

の見通しが悪くなるので、多くの場合高齢者はここで

あきらめて閉じてしまいます。これは、PDF 形式を用

いているせいで、情報が必要な人に届いていないとい

うことであり、ＰＤＦの弊害だと思いますが、見解を

伺います。 

 

３．ＹｏｕＴｕｂｅについて 

ＹｏｕＴｕｂｅは、ユーザー数が全世界で２５億人、日

本人が７，０００万人と言われる動画投稿サイトで、使

い方によっては発信力の大きな武器になり得ますが、一

歩間違うと大炎上する恐れがあるので、注意が必要な媒

体です。「白馬村役場公式ＹｏｕＴｕｂｅ」チャンネルで

公開されている動画の再生回数は、残念ながら非常に少

なく、この中には「マナー条例」を周知する外国人向けの

動画も含まれています。このチャンネルを今後どのよう

に活用していくのか、考えやアイデアを伺います。 

 

４．情報の管理について 

伝えるべきではない情報も多々あると思います。私は

新入社員時代、雑誌社から私が勤める会社について取材

され、そこでの発言をいいように切り貼りされて出版さ

れた苦い経験があります。こういったことにならないた

めの職員教育や情報の管理はどのようになされているの

かを伺います。 

村 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２番 

太田 学 

庁舎の長寿

命化と段階的

整備方針につ

いて 

 

本庁舎は昭和５４年に建設され、築４７年が経過して

います。平成２８年度には耐震改修が実施され、また令

和５年度には空調設備がヒートポンプ方式へ更新される

など、安全性や省エネルギーへの取り組みが進められて

います。これらの取り組みは評価するものです。 

 

一方で、庁舎内では床材の摩耗や壁面の損傷、配線の複

雑化など、経年による劣化が見受けられます。耐震改修

は、地震時の倒壊を防ぐことを目的としたものであり、

建物の骨組みそのものの劣化がどの程度進んでいるかと

は別の問題であると理解しています。 

村 長 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

２ 第２番 

太田 学 

庁舎の長寿

命化と段階的

整備方針につ

いて 

 

 

鉄筋コンクリート造の建物では、長年の使用により、コ

ンクリートが本来持っている性質が徐々に変化し、内部

の鉄筋が傷みやすくなる現象が起こるとされています。

築４０年から５０年程度で、こうした影響が現れ始める

例も多いとされています。そこで伺います。 

 

１．現庁舎について、建物の骨組み部分がどの程度劣化

しているかを確認するための調査、いわゆるコンク

リートの劣化状況を確認する調査や、構造体全体の

状態を把握する診断は実施されていますか。実施し

ている場合、その結果をどのように評価しているか

お伺いします。 

 

２．平成２８年度の耐震改修後、現庁舎を今後どの程度

の期間使用する想定で管理しているのかお伺いしま

す。 

 

３．電気設備や配線設備について、老朽化の状況や安全

面のリスクをどのように把握し、更新計画を整理し

ているかお伺いします。 

 

村 長 

３ 第８番 

伊藤まゆみ 

１．人口減少

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「第二の

ニセコ」につい

て 

 

１月３０日長野県の企画振興部は「毎月人口移動調査

に基づく２０２５年中の長野県の年間人口増減数」（添付

資料①参照）を公表しました。それによると当村の２０

２６年１月１日の総人口は９，７１２と２０２５年 1 月

1日の９，４８６を２２６人上回る数になっています。 

しかし内訳では日本人の自然増減△８２、社会増減数

△１６６の計△２４８。対して外国人は自然増減＋１、

社会増減数＋４７３の計＋４７４となっています。この

ことを踏まえ以下のことについて伺います。 

 

① この日本人の社会減を食い止める施策は第６次総合

計画のどこに当たるのかを伺います。 

 

１月２０日付の読売テレビの情報番組で「【異変】人口

１万人以下の村に外国人が殺到“第二のニセコ”長野・白

馬村は今『土地・建物込み２棟で４億円』⁉インバウンド

の光と影」という報道がありました。 

村 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村 長 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

３ 第８番 

伊藤まゆみ 

２．「第二の

ニセコ」につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．白馬村第

６次総合計画

について 

以前村長は「インバウンド急増と外資系開発が進む現

状において、『第２のニセコにはしない（第二のニセコと

は呼ばれたくない）』という方針」を示されていたかと思

います。 

２０２４年４月５日付の日経ＭＪでも、「白馬村、ニセ

コは追わない 訪日客引き寄せ、開発バブル遠ざける 

地元も潤う最適ツーリズム」との見出しで、「外資による

急激な開発と住民生活の共存に悩むニセコを教訓に、白

馬村は地元勢も潤う最適ツーリズムを探る」という記事

が掲載されています。そこで下記について伺います。 

 

① ニセコを教訓に具体的にどのような施策を施してこ

られましたか。また、その教訓及び施策は今回の第６

次総合計画にどのように反映されていますか。 

 

② 現在、地元勢も潤っており、訪日客に対しては前向き

にとらえているという印象をお持ちでしょうか。 

 

 

前回１２月定例会に於いて、この村の次の１０年間を

どう運営するのかの指針となる大切な構想である、「第６

次総合計画基本構想」に、「今の不動産バブルやインバウ

ンドが続くことを想定した観光重視、多様性重視の内容

だ」として、私は反対致しました（要約添付資料「糸通信

３」参照）。残念ながら反対したのは私一人で、他の議員

１０名は今後１０年間、観光重視で多文化共生を良しと

する行政運営に異論はない、という見解であると認識い

たしました。そこで下記について伺います。 

 

① 第６次総合計画前期基本計画の４７頁（添付資料②参

照）の「まち 安心して快適に暮らし、社会的な豊か

さを育む」の重要指標の表最上段に「行政区加入率」

がありＲ６の現状値は５６．１％で、第５次総合計画

の評価においても２．９ととても低くなっています。 

Ｒ１２年までの目標値は７０％となっていますが、行

政区に加入するメリットが実感できないのが現状で

はないかと考えます。 

 

村 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村 長 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

４ 第８番 

伊藤まゆみ 

３．白馬村第

６次総合計画

について 

 

 

 

 

 

≪以下は４ページ①の続きからです≫ 

例えば、私の住む白馬町区は大型施設の建設予定が複

数あり、駅前の解体工事は止まったままで、私の隣組

の施設は既に解体が終わり、大楢川沿いに八方口まで

の道ができるといった「噂」があります。 

近隣住民は、それは本当なのか、どうなっているのか、

誰が購入しどうなるのか、と噂レベルの情報だけで、

詳しいこと知る術を持ち合わせておらず不安でいっ

ぱいです。 

 

② 第６次総合計画前期基本計画の７５頁（添付資料参

照）の「しごと 地域資源を活かし、経済的な豊かさ

を育む」の重要指標の最上段に「観光振興により地域

住民の暮らしが豊かになると思う人の割合」は、現状

値が４４．４％（Ｒ６）、目標値が６０．０％となっ

ています。この割合を６０％まで押し上げなくてはな

らない理由をお聞かせ願います。 

 

③ ２月８日に行われた衆議院選挙において、自民党が圧

倒的多数の３１６議席を獲得しました。ここにおいで

の皆さんはご存知かと思いますが、この議席数は憲法

改正発議に必要な総議員の２/３、衆議院４６５席で

必要な３１０議席を自民党単独で取った形となりま

した。 

この結果が意味するものは、高市首相が選挙前に「国

を二分する政策に着手する」即ち自民党の悲願でもあ

った「緊急事態条項」（現在では名称が「国会機能維

持条項」）の創設に踏み切り有事に備える、即ち戦争

の可能性さえ秘めていると考えられます。 

安全保障で一番気がかりなのが食糧危機です。農水省

のデータなどでは有事の際に輸入が止まれば化学肥

料、種子の依存や生産体制の崩壊により食料自給率は

極めて深刻なレベルまでに低下する可能性があると

されています。 

こういった現状を踏まえ、この村の年間の米消費量を

調査・計算し耕作放棄地を使いコメに関しては自給率

１００％を目指すべく、第６次総合計画に盛り込むお

考えがないかを伺います。 

 

村 長 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

５ 第３番 

鈴木 均 

宿泊税の管

理と観光局の

かかわりにつ

いて 

 

 

 

 

 

いよいよこの６月から宿泊税が実施されます。宿泊事

業者の皆さんは、戦々恐々と今後の推移を見守っていま

す。そこで以下を質問します。 

 

①宿泊事業者への宿泊税事務説明会回数とのべ出席事業

者数は。 

 

②現時点で登録宿泊事業者数とそのうち特別徴収義務者

としての登録件数は。 

 

③今年６月から２０２６年度及び来年２０２７年度の宿

泊税収入見込みと予算は。また、予算に基づく事業計画

は。 

 

④アンケート等で宿泊事業者の使途希望を把握していま

すか、また宿泊客へのアンケートの計画は。 

 

⑤白馬村が観光局へ派遣している役員及びスタッフの人

数と人件費は。 

 

⑥地域ＤＭＯ（「一般社団法人白馬村観光局」）は、「観光

地域づくりの司令塔」といわれますが、その目的と役割

は。定款に宿泊税の管理事業の記述がありますか。 

 

⑦観光局の事業範囲についてお伺いします。観光局の資

料によれば、「宿泊税の使途（資金）管理団体としての

機能」として「使途活用実施計画の策定」「具体的実施

事業の審議」「交付決定」「事業実績の管理」をあげてい

ますが、これらは、「白馬村持続可能な観光地経営に関

する条例」（以下「条例」とする）第１０条で、「宿泊税

の使途を審議するため」「観光地経営会議」を置くと規

定した「観光地経営会議」の権限ではありませんか。な

ぜ、観光局が「宿泊税の使途（資金）管理団体」になる

のですか。 

 

 

 

 

村 長 
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順

番 
質問者 質問事項 質  問  の  要  旨 答弁者 

５ 第３番 

鈴木 均 

宿泊税の管

理と観光局の

かかわりにつ

いて 

 

 

 

 

 

≪以下は６ページ⑧の続きからです≫ 

⑧「観光地経営ビジョン」には、宿泊税管理のガバナンス

として、「地域ＤＭＯへ責任と権限を付与」とあります

が、「条例」には管理団体という表現はありません。使

途管理を観光局に委ねるなら、その契約書を交わさな

ければなりませんが、それはありますか。議会に出すべ

きではありませんか。契約書の有無と「責任と権限」の

具体的内容を教えてください。 

 

⑨観光局の中に「〈仮称〉宿泊税使途計画審議委員会（使

途管理団体内部の独立した組織）」（以下「委員会」とす

る）を設置するとありますが、条例にはありません。委

員会は必要ですか。 

 

⑩「委員会」の構成と責任者は。公募委員を入れますか。

税の主体は行政であり、委員会は観光課の内部に置く

べきではありませんか。 

 

⑪もっとも汗をかく宿泊事業者の声を反映することが重

要であると考えますが、観光協会は委員会に含まれま

すか。また、委員会は年に何回開き、審議の透明性はど

のように担保されますか。委員会の公開、傍聴、会議録

の公開は。 

 

⑫「条例」第１２条に「使途の基本方針」として「経営ビ

ジョンに定める経営戦略の範囲内の事業」として４項

目を挙げていますが、宿泊税を除雪や下水道など観光

基盤整備に活用することによって一般財源からの支出

を抑えることができるとおもいますが、大胆に活用す

る考えはありますか。 

 

⑬ 当面は行政が「伴走」するというがイメージがわかり

ません。具体的に説明願います。また、当面というのは

いつまでですか。 

村 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


